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令和 ３ 年 ３ 月 （改定 ： 令 和   ８   年   ３   月）

令和 ３ 年度 令和 １２

１．事業概要
（１）

① 給　水

㎥/日

㎥

② 施　設　

浄水場設置数

配水池設置数

㎥／
日

③ 使用料（料金）

昭和59年 4月 1日

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　原価計算に基づき算定した料金設定を行っています。
　現在、基本使用料は１㎥あたり26円、特定使用料は1㎥あたり26円、超過使用料は
1㎥あたり52円としています。（別途、消費税及び地方消費税）
　なお、設備上の安定給水を図るため、給水最低契約量を日量100㎥としています。

現 在 配 水 能 力 60,000 ㎥／日 計画配水能力 100,000

※　配水池場２か所、配水池場毎に２配水池あり。　管路延長は導水管延長０．３２千ｍを除く。

料 金 適 用 時 期

佐賀県東部工業用水道局 経営戦略

団 体 名 ： 佐賀県

事 業 名 ： 工業用水道事業

供用開始年月日 　昭和42年 1月 契 約 水 量 33,006

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

＜改定の経緯＞

 　佐賀県東部工業用水道局（以下、「東工水」という。）では、将来にわたって安定的に工業用水道事業を継続していくための中
長期的な経営の基本計画として、令和３年度から令和１２年度までを見通した経営戦略を策定しました。
 　策定から５年が経過する中で、社会経済活動の変化や事業者の環境対策への取組などにより水需要予測に変化がみられる
こと、また、施設・管路の老朽化対策や耐震化対策、能力増強への取組（注1)を踏まえ、一部改定を行いました。
※注1:東工水の資産管理計画を踏まえ、施設更新等工事を計画的に進めるための計画「佐賀県東部工業用水道施設更新等計画」（令和６年度策定）を基本とした取組。

　東工水は、佐賀県東部地域の産業基盤の整備として、地域内の既存企業の振興はもとより、新規
企業の誘致を積極的に推進し、中核的な内陸工業地帯の形成を図り、県勢の発展に資することを
目的に設置されました。
　当工業用水は、隣接する一級河川筑後川水系宝満川から取水し、豊富な水量を利用して安定給
水を行っています。
　計画配水能力は日量10万㎥とし、これまでに第１期工事、第２期工事を実施し、現在日量6万㎥の
安定供給能力を有しています。
　令和７年度からは今後の水需要を踏まえ、計画配水量を安定供給できるよう第３期工事に着手す
ることとしました。
　《主な建設事業》
　第１期工事：鳥栖地区の事業者への給水体制整備（昭和37年度～昭和40年度）
　第２期工事：三田川地区及び諸富地区の事業者への給水体制整備（昭和45年度～昭和51年度）
　　　　　　　　  基山地区及び鳥栖北部丘陵地区への給水体制整備（昭和51年度～昭和52年度）
　第３期工事：浄水場の給水能力を日量10万㎥とする給水体制整備（令和7年度～令和10年度予
　　　　　　　　　定）

給水先事業所数 34か所 一日平均給水量 36,233

水 源 ☑表流水，□ダム、□伏流水、□地下水、□受水、□その他　（複数選択可）

施 設 数
１

管 路 延 長 66.5
千ｍ4

※　契約水量及び給水先事業所数は令和7年４月１日現在。　一日平均給水量は令和６年度実績。　

水 質 の 基 準 濁度　10度以下、水素イオン濃度　6.0から8.0まで
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④ 組　織

＜組織体制＞

　　　　　　

　

＜職員数・職種・年齢構成等＞

東部工業用水道管理事務所

１ 人 ２ 人

２ 人 ２ 人

　人  人

人 ２ 人

人 ３ 人

３ 人 ９ 人

※令和８年１月１日現在。　会計年度任用職員２名含む。　併任職員6名除く。

（２）

組織体制及び職員数・職種・年齢構成等は下表のとおりです。

所長・副所長
・アドバイザー

経営・施設
担当

合計

41～50歳

　

人

61歳～

51～60歳

３人

４人

これまでの主な経営健全化の取組

【これまでの主な取組】
○経営改善策への取組
　　昭和56年度「経営改善計画」策定
　　平成20年度「今後のあり方検討」とりまとめ
○収入確保に向けた取組
　　新たな給水事業所の開拓による給水量の拡大
　　太陽光発電事業による副次的な収入確保
○経費削減への取組
　　動力費の削減
　　借入金（企業債）の一括償還
　　包括的業務委託による人件費の圧縮
○適切な資産管理・維持への取組
　　令和５年度「佐賀県東部工業用水道アセットマネジメント計画」策定
　　令和６年度「佐賀県東部工業用水道施設更新等計画（以下、施設更新等計画」という）」策定
【今後の課題認識】
　昭和４２年１月の運用開始から５９年の経過を踏まえ、今後も安定給水を維持していくためには、施設
の更新や老朽化、耐震化など、施設更新等に適切に対応していく必要があります。
　施設更新等を適切に実施していくための財源確保に向け、より一層の経営健全化に取り組んでいく必
要があります。

31～40歳 ２人

～30歳

合　計

３人

１２人

東部工業用水道管理事務所

技術アドバイザー１

【経営・施設担当】

調整主幹１、係長１、主査２、技師３、会

計年度任用職員２
《併任職員》

東部土木：副所長１、係長１、主査１、技師１

その他：主査１、技師１

知事
局 長

（産業労働部長）
所長１ 副所長１
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（３）経営分析

R2 R3 R4 R5 R6

２．将来の事業環境

（１）

（２）

経 常 収 支 比 率 （ ％ ）

固 定 資 産 に 対 す る
建設仮勘定の割合（％）

料 金 収 入 （ 千 円 ）

純 損 益 （ 千 円 ）

342,887342,676 339,423 345,135 342,775

121 164 -85,033

0.3 1.1 0.2 6.4

-18,744 -41,291

100.3

0.1

100.4 92.4 95.6 90.8

水需要の予測

　既給水事業所への給水事業については、社会経済活動の変化や環境対策への取組など、水の利用
形態の変化により水需要が見直されることもあり、給水量の増加を見通すことが困難となっています。
　一方、佐賀県東部地域は、九州の交通の結節点であるなど優れた企業立地環境にあり、新規の企業
立地や新たな工業団地の整備計画も進捗していることから、用水型企業の進出によって新規の給水事
業所が生じる可能性が高くなっています。
  このため、佐賀県や関係市町が行う企業誘致活動とも連携して、東工水が有する低廉な料金と良質の
工業用水供給が可能であることを積極的にアピールし、給水量の拡大に努めていきます。

料金収入の見通し

料 金 回 収 率 （ ％ ）

【上記の指標等を踏まえた経営分析】
　料金収入と契約率は横ばいで、需要拡大が進まない中、経常収支比率は令和4年度以降100％を下回
り、収支均衡が崩れています。料金回収率も82.8％と低く、収益確保に課題があります。
   料金収入がほぼ一定の中で、人件費の増加、燃料費や資材等の高騰をはじめとする経費の増加が
続いており、純損益がマイナス収支となる中で、安定供給のための投資負担も大きく、収益改善と利用
率向上が急務となっています。

95.4

現在配水能力に対する
契 約 率 （ ％ ）

現在配水能力に対する
施 設 利 用 率 （ ％ ）

71.5 72.567.5 70.2

54.2 54.8 55.1 54.5

87.0 88.3 82.8

54.4

67.4

92.8

　これまでの実績と今後５年間の水需要の予測に基づく料金収入の見通しを立てています
  （料金収入の見通しは、現単価（２６円／㎥）にて算出しています）。

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
380,000
390,000
400,000
410,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年 令和１２年

水需要の予測及び料金収入の見通し（令和６年度まで実績、令和７年度以降見込）

系列1 系列2料金収入（千円） 料金収入（千円）年間配水量

（千㎥）

年間配水量

（千㎥）
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（３）

【参考：佐賀県東部工業用水道施設更新等計画】

3つの基本方針

　

更新スケジュール

期　　間

R7～R17

R18～R27

R28～R37

R38～R47

施設の見通し

　事業開始後５９年を経過し施設の老朽化が進んでいるため、具体的な整備計画を策定し計画的な改
修により長寿命化を図るとともに、予防保全の観点からの設備補修（修繕）を進めることで、安定的かつ
継続的な給水機能を維持・確保します。
　また、 令和６年度に策定した施設更新等計画（計画期間約40年）に基づき、今後の水需要を踏まえ、
給水能力を現在の日量6万㎥から10万㎥に増強（R７～R10）するとともに、更新時期を迎える送配水管
及び施設・設備等については投資の平準化を図るなど計画的な整備に取り組んでいきます。

　管路更新：基山町、鳥栖北部丘陵（約1.5㎞）、浄水場、導水ポンプ場等更新、第３期既設管撤去

内　　　　　　容

　管路更新：みやき町～佐賀市諸富町（約18㎞）、能力増強工事

　管路更新：鳥栖市～東部中核団地等（約17㎞）、江島増圧ポンプ場更新、第1期既設管撤去

　管路更新：鳥栖市～基山町、鳥栖西部団地等（約17㎞）、宿町増圧ポンプ場更新、第2期既設管撤去

　①老朽化対策【強靭化】
　　　更新基準年数等に基づき、老朽化した管路や施設等を更新します。
　②災害対策【耐震・耐水化・停電対策】
　　　耐震化（耐震管、施設の耐震化）、耐水化（浸水対策）、停電対策等の災害対策を実施します。
　③工水需要対策【増強】
　　　現在の配水能力（６万㎥/日）を計画配水量（１０万㎥/日）に増強します。

第１期工事

第２期工事

第３期工事

第４期工事

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

【参考】建設改良費（30年）

系列2

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年 令和１２年

建設改良費（10年）

（千円）

（千円）

建設改良（３期含む）

建設改良（３期含む）
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（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

 

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

組織の見通し

　平成９年度に策定した包括的業務委託計画の実施と併行して、経営合理化策の一環としての人員削

減を進め、平成１４年度には９名まで削減しました。

　令和６年度からは、施設更新等計画に係る準備のため職員数を増やし、令和７年度現在１２名となって

います。

　また、施設更新等工事が本格化する令和８年度以降は、工事を適切に実施していくために必要な職員

の確保について、求められる業務量を精査し、必要に応じた職員を配置していきます。

目 標
工業用水需要への安定供給に資するため、施設の予防保全的な補修と送配水
管設備の更新、給水能力の増強に取り組んでいく。

　施設・設備の老朽化を踏まえ、施設・設備の計画的改修・更新に努めつつ、予防保全的な補修（修繕）
等を適切に実施していくこととしています。
　また、送配水管設備及び配水能力の増強について、中長期的（約４０年間）な整備計画として施設更新
等計画を策定しました。今後は当該計画に基づき更新等を進めていきます。
　なお、整備に当たっては、公的財政支援制度の積極的な活用を図ることで初期投資額の軽減を確保
するとともに、ＡＩやＩｏＴ等の新技術を取り入れた施設・設備の整備を進めることで、環境対策も視野に入
れた効率的な運用を確保できるよう努めます。

②　収支計画のうち財源についての説明

３－１　経営理念

　低廉な工業用水を安定的に供給することにより、県東部地区の既存企業の振興はもとより、新規企業

の立地を促進し、中核的な内陸工業地帯の形成を図ることで、県勢発展に資する。

３－２　基本方針

（１）工業用水の安定供給

　　　　施設・設備の適切な管理・運用を行うことにより、低廉な工業用水を安定的に供給します。

（２）経営基盤の強化

　　　　経営の現状や展望等を開示しつつ、引き続き、既給水事業所の信頼を得て、経営の健全化・効率

　　　化等の経営基盤強化に取り組みます。

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
①　収支計画のうち投資についての説明

・委　託　料：直近５か年の平均から算出しています。

・修　繕　費：年度毎に予定する補修（修繕）の所要額を見込んでいます。

・動　力　費：直近５か年の実績から、給水量当たりの所要額を算出し、予定給水量を乗じています。

・職員給与費：直近５か年の平均から算出しています。職員数については、当面の施設更新等工事にか

               かる業務に必要となる職員数を含めて見込んでいます。

目 標 　給水需要の的確な動向把握による料金収入の確保

・料　　金：既給水事業所の動向及び新規工業団地への企業誘致を総合的に考慮して、期待給水需要

　　　　　  を予測し、これに基づいた料金収入を見込んでいます。

               現在の料金（２６円／㎥）は近年の人件費増加、燃料費や資材等の高騰をはじめとする経費

　　　　　　の増加及び施設更新等計画に要する費用は考慮されていません。

・企 業 債：施設更新等工事にかかる財源として、企業債の借入を行います。

・補 助 金：国の工業用水道事業費補助金など活用可能な補助金について積極的に活用していきます。

・繰 入 金：現時点では一般会計からの繰入を予定していません。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

　　

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

そ の 他 の 取 組
経営状況の開示や情報公開を積極的に行っていきます。
また、経営の透明性や公正性を担保していくため、公認会計士等専門家
への相談体制を確立し運用していきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営戦略策定から５年が経過した令和７年度に一部見直しを行いまし

た。今回の見直しでは、料金の見直しの必要性を示しました。

現戦略の期間内に料金の見直しを行うこととし、見直し後の数値目標等

については、次期戦略で反映していきます。

なお、進捗管理については毎年実施していきます。

修 繕 費
財政収支を見据えつつ、投資計画に基づき、計画的な補修（修繕）に努
めます。

動 力 費
設備の効率的な稼働による電気料金の削減に加えて、デマンド方式に
よる電気使用状況の監視と管理を行い、動力費の適正な支出に努めま
す。

職 員 給 与 費 施設の運営及び施設更新等工事に必要な職員を確保していきます。

資産の有効活用等に
よ る 収 入 増 加 の 取 組

平成26年度以降、敷地の有効活用を図る観点からも、太陽光発電設備
を整備して副次的な収入を確保しています。

そ の 他 の 取 組
不用固定資産の撤去により減価償却費の継続的な計上を要しないよ
う、適切な財産管理を行うなど、収支への影響を回避しています。

委 託 料
包括的業務委託を始め、業務の内容に応じて、効果的・効率的な業務と
なるようコスト意識を持ちつつ、委託業務内容を検討していきます。

料 金
現在の料金（26円／㎥）は、人件費増加、燃料費や資材等の高騰及び
更新等計画に係る費用は考慮されておらず、適切な事業継続が困難と
なるため、料金を見直す必要があります。

企 業 債 施設更新等工事の財源として、企業債の借入を行います。

繰 入 金 当面、繰入の予定はありません。

施設・設備の長寿命化
等 の 投 資 の 平 準 化

施設・設備の長寿命化対策について計画的に実施していきます。また、
老朽化した施設の更新等については、施設更新等計画に基づき投資の
平準化を図ります。

施 設 の 共 用 化 現在予定していません。

そ の 他 の 取 組 特にありません。

民間の資金・ノウハウ等の
活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

効率的な施設運営に向けてウォーターPPP等官民連携の手法について
検討していきます。

施設・設備の廃止・統
合（ダウンサイジング）

施設更新等計画に基づく管路更新の段階的な整備において、給水実績
や需要見通しに応じた適切な管路に変換するなど、必要に応じてダウン
サイジングを検討していきます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

給水需要が増加する見通しであることから、給水能力を削減するような
スペックダウンは予定していません。
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（参考）

投資計画における基本的な考え方

（１）更新基準等

種別 更新基準年数の設定方法 更新基準年数

土木施設 法定耐用年数の1.5倍 90年

建築施設 法定耐用年数の1.5倍 75年

送・配水管設備 法定耐用年数の1.5倍 60年

機械・電気設備

これまでの実績に基づき、機械設備は法定耐
用年数の2.0倍、電気設備は法定耐用年数の
1.5倍
ポンプ設備については分解整備（オーバー
ホール）を実施することによりさらに10年間を
加える
ただし、小型汎用ポンプは除く

30年
（40年）

計装設備
これまでの実績に基づき、法定耐用年数の
1.5倍

15年

（２）整備の類型

分野 内容 備考

①構造物の整備 沈殿池や浄水施設などの新設、及び改修

②設備の更新（入替）
ポンプ等送水設備の入替や受変電設備の入
替など

③送・配水管設備の更
新

地中埋設管（ダグタイル鋳鉄管）や水管橋（鋼
管）の更新

④構造物や設備の補修
機器や設備の入替ではなく、摩耗などに起因
して部分的に補修（修繕）

⑤送・配水管設備の
　 補修

水管橋（鋼管）の補修（修繕）

⑥庁舎関連整備 施設の耐震化（高所化）や補修等の実施
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◇ 改定・検証履歴 

区分 版歴 時 期 備   考 

策定 初版 令和３年３月 ※令和３年度～令和 12 年度計画 

確認 〃 令和３年 12 月 令和２年度決算反映 

検証 〃 令和４年 12 月 令和３年度決算反映 

検証 〃 令和５年 12 月 令和４年度決算反映 

検証 〃 令和６年 12 月 令和５年度決算反映 

検証 〃 令和７年 12 月 令和６年度決算反映 

改定 ２版 令和８年３月  

検証 〃 (令和 8 年 12 月) 令和７年度決算反映 

検証 〃 (令和９年 12 月) 令和８年度決算反映 

検証 〃 (令和 10 年 12 月) 令和９年度決算反映 

検証 〃 (令和 11 年 12 月) 令和 10 年度決算反映 

検証 〃 (令和 12 年 12 月) 令和 11 年度決算反映 

策定 ３版 (令和 13 年３月) ※令和 13 年度～令和 22 年度計画 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                 （注）表中（ ）書きは今後の予定。 
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